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お知らせ

８月からの毎月第１土曜日の「土曜開庁」開始

に伴い、毎週水曜日午後 7時までの延長窓口

は終了しました。しかし、税務課では、同日時に「納

税窓口」を開設します。証明書発行や課税内容の照

会などはできませんので、ご注意ください。

▼日時　毎週水曜日午後5時15分～7時

▼場所　役場 1階税務課
▼内容　町県民税などの納税、納税相談

▼問合せ　役場税務課納税係ｔ（295）2112 内線 194

「夜間納税窓口」を
開設します

お知らせ

高倉クリーンセンターの粗大ごみ切断機が、修

繕のため一時的に使用できなくなります。		

下記の期間中は、粗大ごみの搬入をお控えください。

※詳しくは、組合ホームページをご覧ください。

▼期間　8月31日（水）～9月2日（金）

▼問合せ　埼玉西部環境保全組合高倉クリーンセン

ターｔ（271）1500

ごみの持込み抑制に
ご協力ください

町民の皆さんが町政について考

えていること・気づいたこと

などをお寄せいただき、町政に生か

すため、下記の制度を設けています。

▼町民の声（投書）　役場町民ホール、両公民館、

ウィズもろやまに専用ポストを設置

▼町長への手紙（投書）　役場町民ホール、中央公

民館、東公民館、福祉会館、図書館、総合公園、

歴史民俗資料館、保健センター、老人福祉センター

山根荘に専用封筒を設置（切手不要）

▼ファクス　ｆ（295）2118（町長室直通）

▼メール　 hisyo@town.moroyama.lg.jp

※返信が必要な場合は、「@town.moroyama.lg.jp」

からのメールを受信できるよう、端末の設定をご確

認ください。

▼その他　氏名と連絡先を明記して頂いた場合は、

提言にお返事を差し上げています。なお、匿名の

ご意見にも必ず目を通しますが、お返事はできか

ねますので、ご了承ください。

▼問合せ　役場秘書広報課広報広聴係

　　　　　ｔ（295）2112 内線 330・332

町政へのご意見を
お寄せください

広聴

「都市計画に関する
説明公聴会」開催

都市
計画

新たな都市施設（火葬場）の整備に伴い、都市

計画法第 16 条の規定に基づく説明公聴会を

開催します。

計画の概要

▼対象の都市計画案　毛呂山・越生都市計画火葬場

の変更（越生町決定）

▼都市計画の概要　現在の都市計画決定面積約 0.8ha

　に約0.7haを加え、約1.5haの区域とするもの

▼施設の概要　広域静苑組合の現在の構成市町（鶴

　ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町）に、新たに

坂戸市が加わることから、構成市町の火葬業務施

設として下記のとおり建替えを計画しています。

　施設規模　　　２階建て　火葬炉８基

　造成建設期間　平成 29 年度から平成 30 年度まで

　供用開始年度　平成 30 年度

説明公聴会

▼日時　8月 28 日（日）①午前 10 時から、②午後

2時から

※内容は各回同じ内容です。

▼場所　越生町中央公民館（越生町越生 917）

▼問合せ　越生町役場まちづくり整備課都市計画担

当ｔ（292）3121 内線 152
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「毛呂山・越生都市計画案」
の縦覧を行います

都市
計画

都市計画案の縦覧
▼内容　「毛呂山・越生都市計画都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針」および「毛呂山・越生

都市計画区域区分」の変更案（埼玉県決定）

▼期間　8月 30 日（火）～ 9月 13 日（火）

※土・日曜日を除く午前 8時 30 分～午後 5時 15 分。

▼場所　毛呂山町役場まちづくり整備課、越生町役

場まちづくり整備課、鳩山町役場まちづくり推進

課、埼玉県都市計画課、埼玉県飯能県土整備事務

所、埼玉県東松山県土整備事務所

※計画案は、埼玉県都市計画課ホームページ（ｈ

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/toshikei

kakunosintyoku/）でも公開しています。

毛呂山・越生都市計画を変更します。

変更にあたり、都市計画法第 17 条に基づく

計画案の縦覧を行います。

案に対する意見書の提出

▼対象　毛呂山町、越生町、鳩山町の住民または利

害関係人

▼提出方法　下記に持参、郵送または埼玉県電子申

請届出サービス

※埼玉県電子申請サービスの詳細は、埼玉県都市計

画課ホームページをご覧ください。

▼提出期限　9月13日（火）午後5時15分まで（必着）

▼提出先　役場まちづくり整備課（〒 350-0493 所

在地記入不要）または埼玉県都市計画課（〒 330-

9301 所在地記入不要）

▼問合せ　役場まちづくり整備課ｔ（295）2112 内線

143 または埼玉県都市計画課ｔ 048（830）5341

▼「簡素な給付金」支給要件　次のいずれにも該当

する人　①平成 28 年 1 月 1 日時点で毛呂山町に

住民票がある、②平成 28 年度分の住民税が課税

されていない

※課税されている人に扶養されている場合や生活保

護を受給している場合は対象外です。

▼「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」支給要件

　上記の簡素な給付金の支給要件に該当し、平成

28 年 5 月分の障害・遺族基礎年金を受給してい

る 65 歳未満の人

▼支給額　簡素な給付金…1人あたり 3,000 円

　障害・遺族基礎年金受給者向け給付金…1人あた

り 30,000 円

▼申請期間　8月 10 日（水）～ 11 月 11 日（金）（当日

消印有効）

▼申請方法　対象の人には 8月上旬に「平成 28 年

度非課税のお知らせ」と併せて申請書と返信用封

筒を送付します。記入のうえ返信してください。

※支給要件に該当し、8月下旬までに申請書が届か

ない人は、下記へお問い合わせください。

※審査の結果、給付の対象とならない場合もありま

すのでご注意ください。

▼問合せ　役場福祉課地域福祉係（臨時福祉給付金

担当）ｔ（295）2112 内線 111・112・125

給付金をかたった【振り込め詐欺】

や【個人情報の搾取】にご注意くだ

さい。県や町、厚生労働省の職員な

どを騙
かた

った電話や郵便物が「怪しい！」と感じ

たら、西入間警察署ｔ（284）0110 または警察相

談専用電話ｔ #9110 に通報してください。

平成 28 年度
「臨時福祉給付金」

給付金

消費税率引上げによる影響を緩和するため、所

得の少ない人に暫定的・臨時的な措置として

「簡素な給付金」と、賃金引上げの恩恵が及びにく

い所得の少ない障害・遺族基礎年金受給者を支援す

るための「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」

を支給します。
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防犯
情報

西入間警察署管内では、自転車を盗まれる被害

が多く発生しています。日ごろから防犯意識

を持ち、盗難被害にあわないように注意しましょう。

【自転車盗難被害防止のポイント】

① 自転車から離れるときは必ず鍵をかける

② 鍵は２つ以上かけること

③ 防犯登録をすること

④ 路上駐輪しないこと
▼問合せ　西入間警察署

　　　　 ｔ（284）0110

自転車の盗難が
多発しています！

お知らせ

町内在住・在勤の皆さんが日ごろの練習成果を

発表します。

▼日時　9月4日（日）午前 10 時～午後 3時 15 分

▼場所　ウィズもろやま

▼内容　カラオケ、楽器演奏、舞踏、フラダンスなど

▼問合せ　中央公民館ｔ（294）1250

第 46 回芸能発表会

イベント

夏の風物詩、サマーフェス

ティバルもろやまを今年

も開催します。民謡・よさこい

や花火大会のほか、地元商店の

出店をお楽しみください。

▼日時　8月27日（土）午後4時～9時

▼場所　総合公園

▼内容　午後4時から/Ⅰ部 民謡・よさこいまつり

　午後 7 時から 9 時まで / Ⅱ部 花火大会（打ち上

げ予定 1,200 発）

▼アクセス　総合公園の駐車場は利用できません。

埼玉医大小田谷駐車場（セブンイレブン毛呂山小

田谷店向かい）からのパーク＆ライド（駐車場か

らシャトルバスの運行）または、東武越生線武州

長瀬駅南口発着の臨時バスをご利用ください。

▼申込み・問合せ　サマーフェスティバル実行委員

会事務局（毛呂山町商工会内）ｔ（294）1545

※詳しくは、商工会ホームページ「第

13 回サマーフェスティバルもろやま開

催案内」（ＱＲコード）をご覧ください。

サマーフェスティバル
もろやま 2016

60 歳
以上

介護予防をテーマ

に、講話会を開

催します。会場では、

講話のほか、介護予防

やもしもの時に備えた

情報などをご紹介します。

▼日時　8月31日（水）午後 1時～ 3時

▼場所　老人福祉センター山根荘新館

※駐車場に限りがありますので、山根荘専用巡回バ

スをご利用ください。

▼講話テーマ　「日頃からできる健康管理」

▼講師　棚
たなはし

橋 紀
の り お

夫さん（丸木記念福祉メディカル

センター病院長・埼玉医科大学国際医療センター

脳卒中内科教授）

▼対象　60 歳以上

▼定員　先着 100 人

▼申込み・問合せ　8月 30 日（火）まで

　老人福祉センター山根荘ｔ（294）5545

山根荘町民公開講座
『夏の健康講話会』
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川越都市圏まちづくり協議会（通称レインボー

協議会）では、構成する７市町の住民交流の

一環として、「レインボー講演会」を開催します。

バルセロナオリンピック、アトランタオリンピック

の２大会に女子マラソンで出場し、メダルを獲得し

た有森裕子さんの講演のほか、ゆるキャラ�による

「我がまちＰＲ」やご当地グルメの販売も行います。

▼日にち　10月15日（土）

▼時間・内容　午前 9時 /開場

　　　　午前 9時 30 分～正午 /�開会式、我がまち

ＰＲ、講演会

　　　　午前 11 時～午後 2時 /ご当地グルメ販売

※ご当地グルメの販売（会場駐車場で開催）は、講

演会に参加していない人もご来場いただけます。

▼場所　ウィズもろやま

▼入場料　無料

▼定員　670 人（要事前申込）

※応募多数の場合は、レインボー協議会構成市町（川

越市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・川島町・毛呂山

町・越生町）の在住者を優先に抽選します。

▼講師　有
あ り も り

森�裕
ゆ う こ

子さん
1966 年岡山県生まれ。マラソンランナーとして

活躍し、バルセロナオリンピックで銀メダル、ア

トランタオリンピックで銅メダルを獲得。

▼ �その他　会場の駐車場は、数に限りがあります。

公共交通機関や役場駐車場をご利用ください。

▼問合せ　役場企画財政課ｔ（295）2112 内線 321

レインボー講演会　「よろこびを力に…」講演会

毛呂山町中央 2-1

毛呂山町役場

企画財政課

「レインボー講演会」係

何も記入しないで

ください

②住所

③氏名

①郵便番号

②住所

③氏名

④電話番号

⑤希望人数

往信おもて 返信うら 返信おもて 往信うら

①郵便番号3 5 0 - 0 4 9 3

ゆるキャラ
�大集合！

ご当地グル
メも販売し

ます

▼申込締切　9月 9日（金）まで（当日消印有効）

▼申込方法　往復ハガキに下記のとおり記入しお申し込みください。

※ 1枚のはがきで、同時に 5人まで申込みできます。

講演会に参加するには、事前の申込みが必要です！
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児童扶養手当の
加算額が変わります

「児童扶養手当法」の

一部が改正され、

平成 28 年 8 月から児童扶

養手当の第 2子、第 3子以

降の加算額が変わります。

※変更後の金額は、所得に応じて決定します。

受給者には毎年 8月に児童扶養手当現況届のお知ら

せが届きますので、忘れずに更新の手続きをしてく

ださい。

▼問合せ　役場子ども課児童係

　　　　　ｔ（295）2112 内線 113・114

子育て
支援

子育て
支援

変更前 変更後

第2子 5,000 円 5,000 円～ 10,000 円

第 3子以降
（1人あたり） 3,000 円 3,000 ～ 6,000 円

お子さんの予防接種に
受け忘れはないですか

子育て
支援

町で実施している予防接種は、対象年齢を過ぎ

ると、公費（無料）ではなくなります。

特に、下記の３種は、接種忘れが多くあります。

母子手帳を確認し、受け忘れがある場合は、早めに

受診してください。

▼日本脳炎予防接種　① 1期接種 /生後 6か月から

7歳 6 か月に至るまでの間に 6日以上の間隔を空

けて 2回、その後 6か月以上の間隔をおいて 1回

の計 3回 　② 2期接種 /9 歳以上 13 歳未満で 1回

▼ 麻しん・風しん（ＭＲ）予防接種　① 1期接種 /

生後 12 月から生後 24 月に至るまでに 1回、② 2

期接種 /小学校入学前の年度 1年間に 1回

▼ 2 種混合（第 2期）予防接種　11 歳以上 13 歳未

満に 1回

▼問合せ　保健センターｔ（294）5511

病気やけがをした後、病気な

どが治っていても通常の保

育を受けられない、回復期のお子

さんを“病後児”といいます。

ゆずの里保育園の「病後児保育」では、保護者の仕

事・疾病・出産などの理由で、家庭での保育ができ

ないとき、専用の保育室で看護師が付き添いながら

お子さんをお預かりします。

▼日時　平日午前 8時 30 分～午後 5時 30 分

※連続の利用は、土・日・祝日を除く 5日まで。

▼場所　町立ゆずの里保育園

▼料金　1日あたり 2,000 円

※ただし、認可保育園、認可幼稚園、認定子ども園

の在園児または生活保護受給世帯は無料。

▼定員　1日あたり 4人（先着順）

町立ゆずの里保育園の「病後児保育」をご利用ください

▼その他　給食あり（おやつは持参してください）

※月に 1回ほど、保育園で給食を提供できない日が

あります。その日はお弁当を持参してください。ま

た、アレルギーなどで食事に制限のあるお子さんは、

必ずお弁当を持参してください。

▼申込み　利用には、事前登録が必要です。事前に

役場 1階子ども課でお申し込みください。

▼利用の流れ　①事前登録、②利用希望日の前日ま

でに光の家療育センターｔ（276）1357 に電話で病

気の回復期などであることの判定を受けたうえで

予約、③利用当日、健康保険証の原本または写し

を持参して来園

※治癒証明がなくても、利用できるか否かを専門の

スタッフが判定します。お気軽にご相談ください。

▼問合せ　役場子ども課保育係

　　　　　ｔ（295）2112 内線 137
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